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平成 27 年度細胞診専門医資格更新について 

細胞診専門医委員会委員長 植 田 政 嗣 

 

 細胞診専門医資格更新は資格取得後 4 年ごとに行われますが、本年度は下記の

方が対象となります。 

 

平成 27 年度細胞診専門医資格更新対象者ナンバー 

0684-0773，1102-1170，1387-1446，1647-1710，2029-2159，2477-2577，2850-2961 

 

 平成 25 年度より学会の公益社団法人化とともに細胞診専門医資格更新制度が

改革され、細胞診専門医会出席義務廃止、同専門医会、学術集会、研修指定講座、

地域連携組織活動等への参加クレジット重視の方向性となっております。細胞診

専門医の方は、今後とも学術集会（本法人ならびに関連学会）参加章等、各種出

席証明を大切に保管していただけるようにお願いします。 

なお、長期海外出張、病気療養、出産・育児などのため資格更新に必要な業績

単位を満たせなかった方は、上記の理由と期間を確認することのできる診断書、

証明書、あるいは確認書などを添えて学会事務局に申請してください。細胞診専

門医委員会はこのような方を資格更新保留者と認定することができます。同時に

保留（休止）期間を判定して本人に通知いたします。 

 ただし、保留（休止）期間があってもすでに資格更新に必要な所定の条件を満

たしている方は更新申請の延期願いを要しないことは申すまでもありません。 


